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今後の例会（卓話）予定

10/ ７	 「現代社会とリスク−ＲＭ規格について−」　	明治大学名誉教授　森宮　康様
	 	 	 紹介者　植木　榮会員
10/ 14	 「帝王學の実践」　	一般社団法人帝王學 STR　Academia　理事長　志和信幸様
	 	 	 紹介者　岩田幸一会員
10/ 21	 「新型コロナウイルスについて」　	 田村順二会員

会長挨拶＜岩田会長＞
・たまには、弁護士らしく法律の話をしま
す。今回は、民法改正により「消滅時効」
で変わった点について。消滅時効とは、
権利が一定期間行使されない場合、権利を
消滅させる制度です。新法における債権の
消滅時効期間は、原則として主観的起算点
（債権者が権利を行使することができる
ことを知った時）から５年又は客観的起算

　2020ー2021年度テーマ

R . I . テ ー マ	 「ロータリーは機会の扉を開く」
	 	 R . I . 会 長	 ホルガー・クナーク
	 	 地区ガバナー	 野生司 義 光
クラブテーマ	 「一期一会、〜いまこの瞬間を大切にし、最善を尽くそう〜」	
	 	 クラブ会長	 岩 田 幸 一

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率
出　席　報　告

来　訪　者　紹　介

	 51 名	 	 	 41 名	 100％

前回（9/16　1633 回例会）の記録

◆ゲスト １名 リガーレ東京所属選手　関口知寛	様
◆ビジター 2 名 （次年度地区副幹事）東京麹町ロータリークラブ　須藤　仁	様
  （次年度地区大会実行委員長）東京豊島東ロータリークラブ　稲川　一	様

点（権利を行使することができる時）から
10年のいずれか早い方とされました。旧法
では、単に権利を行使することができる時
から10年とされていました。ところが、新
法では、この期間が２本立てとなり、いず
れか早い方とされたことで、結果的に消滅
時効の完成が短期化されました。経営者と
しては、契約に基づき発生する債権の時効

　	 	　　５日（29周年）	常見ご夫妻 ・ ７日（36周年）	渡辺ご夫妻
　　
10月結婚記念日

	 　　９日（26周年）	潮田ご夫妻 ・ 12日（54周年）	大塚ご夫妻 	

年間100％出席	 　　　	佐 藤 　 学 君　１回



ニコニコボックス
＜岩田会長、吉沼幹事＞
・中橋和大様、本日のイニシエーションスピーチ
よろしくお願いします。

＜海内、浜中、丸岡、原田、髙橋、内田、佐藤、
五十嵐、上野、宮村、澤野、宮崎、関根、岩戸、
伊藤、上原、長沼、古谷、中村、太田、大塚、
松丸、立野、小林、園部、斎藤、後上、常見、
藤掛、土師、片岡、髙木、田村、松本＞
・中橋和大様、本日のイニシエーションスピーチ
よろしくお願いします。

＜本間、中橋、太田、加藤＞
・大阪なおみ選手、全米オープンテニス、
二回目の優勝おめでとうございます！！

　今後も気を付けて頑張って下さい！
＜髙橋＞
・東北復興支援継続を！

幹事報告＜吉沼幹事＞
①来週 23日は祭日振替の為、休会となってお
ります。お間違えの無いようお願いいたします。
②先般、皆様にご協力を頂きました熊本並びに
福岡豪雨災害支援金ですが、地区より先方
への送金の報告がありました。第 2720 地区
（熊本・大分）へ3,055,000円を第2700地区（福
岡・長崎・佐賀）へ 2,927,000 円をそれぞれ
第 2580 地区より送金しております。分区・ク

ラブ別の詳細をご確認されたい方は、クラブ
事務所にてお願いいたします。

③ 2021年 3月に延期開催予定の第 7回目日台
ロータリー親善会議福岡大会ですが、正式
に中止となりました。

④東京本郷ロータリークラブ、東京池袋西ロー
タリークラブより例会変更の案内が来ており
ます。クラブ事務所にてご確認ください。

管理に対する関心が高いと思います。例え
ば、契約書に弁済日など権利行使する時期
が記載されている場合には、その弁済日か
ら５年の時効管理をすればよいでしょう。
といいますのは、これらの場合には債権者
が権利行使できることとその時期を知っ
ていることは明らかであり、短い時効期間
の５年で管理すれば足りるからです（ただ
し、毎月、相手に請求書を送付するだけで
は消滅時効を止められませんので注意して
下さい！！）。さらに、旧法下において、
職業別に規定されていた短期消滅時効（例
えば、医師の診療報酬債権３年、弁護士の
業務報酬債権２年、飲食店の代金債権１
年）が廃止され、全て５年に統一されまし
た。したがって、これまでは飲み屋のツケ
は１年でチャラにできたのですが、新法下
では５年間は時効で消滅することがなくな

りました。さらに実務で重要な改正点とし
て、新法では、協議を行う旨の書面での合
意による時効の完成猶予制度が新たに定め
られました（151条）。旧法下では、当事者
間で友好的に話し合いをしていても、時効
完成が近づいてくると、債権者としては、
時効完成を阻止するために訴え提起等の強
硬手段をとるしかありませんでした。債務
者としては、前向きに協議をしているのに
債権者から訴訟を提起され被告となること
は不愉快なものであり、せっかくの友好的
な雰囲気がなくなってしまうこともあり
ました。こういう事態を避けるため、新法
下では、債権者・債務者間で、権利につい
ての協議を行う旨の合意が書面でされたと
きは、１年間時効の完成が猶予されるとい
うことになったのです（再度の合意があれ
ば、最長５年間猶予されます）。



イニシエーションスピーチ

卓　　話

　
中　橋　和　大	君

８月に入会いたしました、中橋和大と申します。
私は 1973年（昭和 48年）８月 16日に母の実家のある栃木県佐野市で生を受けま
した。その後は神奈川県藤沢市、千葉県稲毛市、千葉県八千代市を経由し小学校
５年生から30歳頃までは千葉県佐倉市で暮らしておりました。佐倉市と言えば「長
嶋茂雄」の故郷として有名ですが、私も長嶋さんと同じ桜中学校の出身です。高
校は千葉県立千葉北高校、その後テンプル大学日本校（中退）、成田航空専門学校
と進学します。
初めての就職は公務員として筑波の電子技術総合研究所、その後は投資関係の営
業職を経てプログラマー、マーケティング会社でフリーペーパーの企画営業と 20
代は様々な仕事にチャレンジしてきました。30代ではそれまでの経験を生かして
２社でフリーペーパーの創刊を行い、業績も順調に伸びていた矢先に出資頂いた
親会社が倒産。私の手掛けていたフリーペーパー事業も売却ことに。その後はＩＴ
会社へ就職するものの外資ファンドによる乗っ取りの憂き目に会い失脚。現在の
リアルプロモーションを立ち上げるに至りました。まさに 30代前半はこれまでの
人生で最大の激動期でした。
話は変りますが私の趣味をご紹介させて頂きます。最大の趣味？は仲間との「酒
盛り」です。最近はコロナの影響もあり機会も減ってしまっているので１日も早
い終息を願っています。次は「旅行」、そして「ゴルフ」「バイク」に「ジェット
スキー」「野球観戦」となります。新しいことに挑戦したいという意欲が旺盛で、
趣味はどんどん拡大中です。今後はロータリークラブを通じて同じ趣味を持つ仲
間と出会えることを楽しみにしています。
最後に私の経営する（株）リアルプロモーションという広告代理店の事業をご紹介
させて頂きます。イベント制作、グラフィックデザイン、Web制作、映像制作を
企画時点からワンストップで提供することを生業としています。イベント制作に
ついては屋内外に関わらず様々な分野のイベントに精通しています。特に展示会
については数多くの実績もござますので出展をご検討の際にはご相談ください。



＜今週担当　岩戸正一＞

私たちの会社では５年前から飲食事業をスタート、上野広小路（湯島）では「あ
やかり鯛」を経営しています。新潟の郷土料理と地酒を落ち着いた雰囲気で楽し
めるお店です。名物のへぎ蕎麦は絶品です。ぜひ一度ご賞味ください。

越後地酒と炭火旬彩	へぎ蕎麦
　「あやかり鯛」
文京区湯島3-38-15　上野伸協ビル 1Ｆ　03-5826-8280

また 10月１日より新たにバインミーのキッチンカー（店名：グリーズマン）を
OPEN。バインミーとはここ数年、人気急上昇のベトナム料理です。フランスパン
に野菜などたっぷりの具材を挟んで食べるサンドイッチです。葛飾区の城東日本
語学校前で販売します。キッチンカーの運用は全く経験もなく、手探り状態です
が弊社スタッフもモチベーション高く頑張ってくれています。

この様に私はチャレンジ精神旺盛です。今回のロータリークラブも新たなチャレ
ンジだと思っています。
諸先輩方に習い、精一杯の活動をしたいと思っておりますので今後ともご指導く
ださい。
よろしくお願いいたします。


